
　
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
の
国
民
健

康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
７
月
上
旬
に
お
送

り
し
ま
す
。

　
最
寄
り
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、
う
る

ま
市
役
所
本
庁
舎
国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
各
出
張
所
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※

口
座
振
替
の
場
合
は
、
第
６
期
の
振
替
日

　
が
12
月
25
日
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

　
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
お
早
め
に
国
民
健
康
保

険
課
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
分
割
納

付
の
ご
相
談
や
、
申
請
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ

る
減
免
制
度
等
が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
よ
り
受
け
ら
れ
る
制
度

①
減
免
制
度

　
失
業
や
営
業
不
振
、
病
気
等
に
よ
り
著
し

く
所
得
が
減
少
し
た
場
合
、
災
害
等
の
た
め

著
し
い
被
害
に
あ
っ
た
場
合
に
、
所
得
割
が

減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
は
令
和
２
年
２
月
末
日
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

②
非
自
発
的
失
業
者
に
か
か
る
軽
減
措
置

　
会
社
の
倒
産
や
解
雇
・
雇
止
め
等
に
よ
り

失
業
し
、
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い
る
方
に

つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

を
ご
持
参
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

い
ば
か
り
で
な
く
、
軽
減
・
減
免
等
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
高
額
療
養
費
支
給
の
際
、
上
位
所
得

者(

所
得
の
多
い
世
帯)

と
み
な
さ
れ
る
た

め
、
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
申
告
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は

お
早
め
に
市
民
税
課
等
で
お
手
続
き
く
だ
さ

い
。

　
納
付
済
み
デ
ー
タ
が
シ
ス
テ
ム
で
確
認
が

と
れ
る
ま
で
に
、
３
日
〜
２
週
間
程
度
か
か

り
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
の
場
合
も
シ
ス

テ
ム
確
認
ま
で
に
３
日
程
度
か
か
り
ま
す
。

　
納
税
（
付
）
証
明
書
が
急
ぎ
で
必
要
な
方

は
、
身
分
証
と
納
付
し
た
こ
と
が
わ
か
る
領

収
書
や
通
帳
（
口
座
振
替
後
、
記
帳
し
た
も

の
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
に
す
る
と
納
め
忘
れ
の
心
配
や

納
付
に
出
掛
け
る
手
間
が
省
け
ま
す
。
ま
た
、

一
度
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
年
度
以
降
も
自
動

的
に
継
続
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
、
確

定
申
告
の
資
料
と
し
て
「
納
付
状
況
通
知
書
」

を
毎
年
１
月
下
旬
頃
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
が

７
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

ど
う
し
て
も
納
付
が
困
難
な
と
き
は…

納
税
（
付
）
関
係
証
明
書
が
必
要
な
方
へ

口
座
振
替
で
納
め
忘
れ
を
無
く
そ
う

所
得
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く
！

　
平
成
31
年
度
（
令
和

元
年
度
）
よ
り
地
方
税

法
等
の
改
正
に
伴
っ
て
、

国
民
健
康
保
険
税
の
課

税
限
度
額
が
下
記
の
よ

う
に
改
正
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
国
民
健
康

保
険
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
国
民

健
康
保
険
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の

課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　
現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
は
、
８
月
か
ら
新
し
い
被
保
険
者

証
に
切
り
替
わ
り
、
有
効
期
限
が
令
和
２

年
７
月
31
日
に
な
り
ま
す
。

○
保
険
料
を
完
納
し
た
方
は
、
新
し
い
被

　
保
険
者
証
を
７
月
中
旬
以
降
順
次
郵
送

　
し
ま
す
。

○
事
前
に
窓
口
受
取
を
申
請
さ
れ
て
い
る

　
方
は
、
７
月
31
日
ま
で
に
う
る
ま
市
役

　
所
本
庁
舎
（
東
棟
）
ま
た
は
各
出
張
所

　
窓
口
で
被
保
険
者
証
を
切
り
替
え
て
く

　
だ
さ
い
。

　
平
成
31
年
度
（
令
和
元
年
度
）
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
通
知
書
を
７
月

中
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

○
納
付
書
払
い
と
な
る
方
は
、
同
封
す
る

納
付
書
に
て
最
寄
り
の
金
融
機
関
や
郵
便

局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
保
険
料

を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
と
な
る
方
は
各
納
期
の
月
末

　
（
全
納
対
象
者
は
７
月
末
）
に
、
登
録

　
さ
れ
て
い
る
口
座
か
ら
保
険
料
が
引
き

　
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
（※

12
月
の
み
25

　
日
引
き
落
と
し
）

○
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
と
な
る
方

　
に
対
し
て
は
、
ハ
ガ
キ
タ
イ
プ
で
『
保

　
険
料
額
決
定
通
知
書
兼
特
別
徴
収
開
始

　
通
知
書
』
を
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
支
払
い
方
法
が
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
の
方
は
、
年
６

回
あ
る
納
期
の
う
ち
、
前
半
（
４
・
６
・

８
月
）
を
『
仮
徴
収
』
、
後
半
（
10
月
・
12
月
・

２
月
）
を
『
本
徴
収
』
と
し
て
納
付
し
て

い
ま
す
が
、
収
入
の
変
動
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
改
定
が
あ
る
と
、
仮
徴
収

額
と
本
徴
収
額
で
大
き
な
差
が
生
じ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
差
を
是
正
す
る
為
、
仮
徴
収
額
と

本
徴
収
額
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
方
に
つ
い
て
、
年
間
を
通
じ
て
で

き
る
だ
け
均
等
な
額
と
な
る
よ
う
に
、
８

月
分
の
徴
収
額
を
減
額
変
更
し
、
保
険
料

額
の
増
減
の
幅
が
緩
和
さ
れ
る
平
準
化
処

理
を
今
年
度
よ
り
行
い
ま
す
。

平
成
31
年
４
月
か
ら
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

平
成
31
年
４
月
か
ら
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

市民課
国民年金係

国
民
健
康
保
険
課
か
ら
の

国
民
健
康
保
険
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

【お問合せ先】【お問合せ先】

国民健康保険課

賦課徴収係

国民健康保険課

賦課徴収係

☎973-3202☎973-3202

　
国
民
健
康
保
険
税
で
は
申
告
等
に
基
づ

き
所
得
の
判
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
告

等
が
な
い
場
合
、
適
切
な
課
税
が
さ
れ
な

手続き簡単！ペイジー口座振替受付サービス
　　　　キャッシュカードで口座振替の手続きが完了！  納付の手間なく納め忘れのない口座振替！

登録手続き登録手続き

本人確認

専用端末機に
キャッシュカードを通す

暗証番号入力

口座登録完了

必要書類必要書類

●納税通知書

●身分証明書

●金融機関の

　キャッシュカード

●委任状（別世帯の方が

　手続きに来る場合）

受付場所受付場所

国民健康保険課

（市役所本庁舎東棟１階）

※本庁舎、各出張所、指定金

　融機関、郵便局にて、口座

　振替依頼書及び通帳届出

　印による従来の申込み方

　法も引き続きご利用いた

　だけます。

サービス対応金融機関サービス対応金融機関

●琉球銀行

●沖縄銀行

●沖縄海邦銀行

●ゆうちょ銀行

●沖縄県労働金庫

●コザ信用金庫

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

※沖縄県農業協同組合について
　は、従来の口座振替依頼書に
　よる申込手続きとなります。

61万円

19万円

16万円

令和元年度

58万円

19万円

16万円

平成30年度

医療分

支援分

介護分

【課税限度額】

75 歳 ( 一定の障がいのある方は 65歳 ) 以上の

後期高齢者医療保険に加入の皆様へ後期高齢者医療保険に加入の皆様へ

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

８
月
仮
徴
収
額
変
更
に
つ
い
て

　住民税非課税世帯（低所得Ⅰ・低所得Ⅱ）に該当される方は、申請により、入院時又は、高額な外来診療を受

けるときの一部負担金と、入院時の食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証（以下、「減

額認定証」という）」の交付を受けることができます。

　また、被保険者証が３割負担の方で現役並み区分Ⅰ・Ⅱに該当される方は、申請により、一部負担金の限度額

を減額するための「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。交付を受けられる対象かどうかは、お

電話でも確認できますので、来庁前に上記の連絡先までお問い合わせください。

～過去に「減額認定証」・「限度額適用認定証」を取得したことのある方～

　負担区分低Ⅰ・低Ⅱの「減額認定証」及び現役並み区分Ⅰ・Ⅱの「限度額適用認定証」に該当している方は、被

保険者証に同封しております。

　また、平成 30年度中に負担区分低Ⅱの「減額認定証」を取得して 90日を超える入院をしている場合、申請

すると食事代が減額されます。直近の入院日数（91日以上）が確認できる領収書等をご持参ください。減額は

申請した月の翌月から適用されます。

※平成 30年度に長期入院該当の「減額認定証」を交付された方も申請が必要です。８月 31日までに更新手

　続きをしてください。

※世帯に税の未申告者がいると所得区分判定ができないため、「減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付が

　受けられない場合があります。未申告者がいる場合は、所得申告をお願いします。

令和 2年 7月31日

令和元年 8月  1日

12345678

うるま市石川石崎1-1

昭和　5年　7月　5日

平成 20年　4月　1日

平成 20年　4月　1日

1割

男後期　太郎

3 9 4 7 2 1 3 9

沖縄県後期高齢者医療広域連合

国民健康保険課  後期高齢者医療係　☎973-3177お問合せ

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付申請ができます。

被
保
険
者
証
が

切
り
替
わ
り
ま
す
。

被
保
険
者
証
が

切
り
替
わ
り
ま
す
。

8月
から
8月
から

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
が
始
ま
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
が
始
ま
り
ま
す
。

7月
から
7月
から

2019 7月号

広報

2019 7月号

広報
11 10夏の交通安全県民運動　7 月 11 日～ 20 日　スローガン「大丈夫？昨日のお酒も気をつけて」 夏の交通安全県民運動　7 月 11 日～ 20 日　スローガン「大丈夫？昨日のお酒も気をつけて」


